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１．【背景】

　本院では，2004年から病棟指示簿の電子化を開始し，2017年度からは電子化によるコスト算定の取り

組みを開始した。

　本取り組みは，経営企画部と病棟指示簿電子化ワーキンググループが主体となり，医師・看護師に対

し，日常行われている処置行為の実施記録をコスト算定へとつなげるための仕組みづくり及びその仕組

みの周知活動をおこなった。

　さらに，2018年4月より処置行為の実施入力を順次開始した。

２．【目的】

　これまで，当院におけるDPCデータ作成までの流れは，病棟で実施した処置行為の電子カルテへの入

力と，現場医師・看護師から請求事務側へ紙媒体で送られる会計情報の伝達について，カルテ記載内容と

紙伝票との突合点検やコストチェック及び記入漏れによる訂正など，大変な労力を要するものである。

　今回，処置行為の実施入力により作成された電子記録によるコスト算定の仕組みを構築することで，

医師・看護師・請求部門の負担軽減を図ったことによる効果と課題を検証することで，今後の改善につな

げることを目的とした。

３．【方法】

　実施入力の開始から１年以上が経過したことから，2019年9月までの電子カルテシステムへの処置行

為の入力情報を医師は個人ごと，看護師は所属部署ごとに処置項目（1,200項目以上）ごとの入力件数を

抽出し，それぞれの職種でどのような入力件数の推移があったかを確認する。

　また，抽出したデータをエクセルにて加工し，これまでの推移，および入力された項目から職種による

違いがあるかを考察した。

４．【結果】

　各職種の実施入力開始後１年間の推移をいかに示す。

　医師は，開始当初（2018年7月）から件数の増減の変化はみられなかった。

　手術症例の割合が多い当院では，上記の処置項目の入力件数が多い状況であった。また，病棟指示簿電

子化WGの座長が所属する整形外科及び電子パス等に積極的な活動をおこなっている皮膚科等で主にお

こなっている処置行為の入力が多くデータに反映されている結果となった。

　看護師の実施入力は，前年度比較した場合，平均6,000件弱の増加が認められる。

　SPO2測定及び呼吸心拍監視については，明らかな増加がみられた。

　上記３行為（No.1～3）を含め，合計で5,492,200円分の入力の増加がみられた。上記３行為（No.4～6）

を含め，減少したものとして，1,346,260円の入力が減少した。

５．【考察】

・医師の処置行為にかかる実施入力の件数は開始当初と比較しても微増であったのは，①業務量の増加

に対応するための医師事務作業補助者の増員によるタスクシフティングによるサポート体制の構築が

できなかったこと，②診療科ごとの入力実績を会議等で情報提供してほしいなどの要望に迅速に応えら

れなかったことが考えられた。このため，現在は各種会議で報告することとした。

・看護師については，看護部という組織の中で指示・情報伝達の手段や方法が確立されており，各部署に

おいて職員へスムーズに周知され，順調に件数が伸びたと考えられた。

　開始当初は，処置行為そのものの件数が多く，運用ルールの浸透が早かった部署の入力件数が多かっ

たが，１年を経過した現在では，疾患構成により件数の多寡はあるが，全体が増加していることとなっ

た。

・医事部門においては，一部の項目（酸素吸入や呼吸心拍監視など）では，処置行為のみでは算定上不備と

なるため，データとは別に酸素量や監視時間の確認が必要である旨のコメントコードを医事コードと紐

付けし，算定誤りがないようにする必要性があると考えられた。

　医事オーダー（コストオーダー）側との紐付けをおこない，昨年上半期の入力状況と今年度上半期の入

力状況を比較すると,コスト計算上，4,145,940円分のコスト入力が増加しており，より精度の高いデータ

が入力されるようになってきていると思われた。

　実施入力開始前及び入力開始当初は，電子カルテへの処置行為の入力があっても，EFデータとして実

施されている処置行為として痕跡が残っていない可能性も高く，実際の医療資源の投入量とEFデータ上

の医療資源投入量の間に乖離があった可能性が確認できた。

　診療報酬改定の際は，大学病院をはじめとした各ＤＰＣ病院から提出されているデータをもとに，各

ＤＰＣ入院期間区分に対する日当点が決定されるため，精度の高い正確な医療資源の投入量をデータ化

し厚生労働省へ提出することは，各病院の請求金額や病院収入に大きな影響を与えるものであり，病院

経営の健全化につながっていくこととなるため，注力すべきポイントであることを再認識した。

６．【まとめ】

　今回，処置行為の実施入力により作成された電子記録によるコスト算定の仕組みの構築を通して以下

のことが確認された。

・医師の協力を得るには，周知徹底や負担軽減策の実施，各部署や各医師の入力状況のフィードバックを

速やかにおこなうことが重要である。

・看護師は，処置行為の指示受けをおこなうことにより，処置行為の実施記録の診療，請求上の意義を感

じてもらうきっかけとなることが考えられた。

・医事部門では，コストデータが自動的にデータに反映されるため，エラーチェックとしての機能が効い

ていない状況が散見され始めており，データのチェック体制の構築が新たな課題と考えられた。

・病院全体においては，他施設との処置行為の違いを分析するために制度の高い情報は必須であり，ＤＰ

Ｃ制度が求めている医療の平準化等への絶対条件となることが想定された。
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た。

・医事部門においては，一部の項目（酸素吸入や呼吸心拍監視など）では，処置行為のみでは算定上不備と

なるため，データとは別に酸素量や監視時間の確認が必要である旨のコメントコードを医事コードと紐

付けし，算定誤りがないようにする必要性があると考えられた。

　医事オーダー（コストオーダー）側との紐付けをおこない，昨年上半期の入力状況と今年度上半期の入

力状況を比較すると,コスト計算上，4,145,940円分のコスト入力が増加しており，より精度の高いデータ

が入力されるようになってきていると思われた。

　実施入力開始前及び入力開始当初は，電子カルテへの処置行為の入力があっても，EFデータとして実

施されている処置行為として痕跡が残っていない可能性も高く，実際の医療資源の投入量とEFデータ上

の医療資源投入量の間に乖離があった可能性が確認できた。

　診療報酬改定の際は，大学病院をはじめとした各ＤＰＣ病院から提出されているデータをもとに，各

ＤＰＣ入院期間区分に対する日当点が決定されるため，精度の高い正確な医療資源の投入量をデータ化

し厚生労働省へ提出することは，各病院の請求金額や病院収入に大きな影響を与えるものであり，病院

経営の健全化につながっていくこととなるため，注力すべきポイントであることを再認識した。

６．【まとめ】

　今回，処置行為の実施入力により作成された電子記録によるコスト算定の仕組みの構築を通して以下

のことが確認された。

・医師の協力を得るには，周知徹底や負担軽減策の実施，各部署や各医師の入力状況のフィードバックを

速やかにおこなうことが重要である。

・看護師は，処置行為の指示受けをおこなうことにより，処置行為の実施記録の診療，請求上の意義を感

じてもらうきっかけとなることが考えられた。

・医事部門では，コストデータが自動的にデータに反映されるため，エラーチェックとしての機能が効い

ていない状況が散見され始めており，データのチェック体制の構築が新たな課題と考えられた。

・病院全体においては，他施設との処置行為の違いを分析するために制度の高い情報は必須であり，ＤＰ

Ｃ制度が求めている医療の平準化等への絶対条件となることが想定された。
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